
入居一時金等のご負担が軽くなる、年齢別価格プラン
○ 対象となるのは、入居時のご年齢が80歳以上の方々。

○ 償却期間を標準の6年から 4年とし、価格を低く抑えました。

○ 償却期間未満にてご退居の場合、未償却分を返還します。また、償却期間を超えて居住される場合、追加の入居金は必要ありません。

入居一時金

介護居室エイジプラン

1,400 万円（消費税非課税）

ご入居者が終身にわたって居住する居室および共用部等の家賃相当費用

使途

● 介護の状態によって、介護居室を変更していただく場合があります。その場合、費用の調整は行いません。また、介護

居室が変わっても、管理費・介護費の変更はありません。

● ご入居者の行動が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ、入居者に対する通常の介護で

はこれを防止できない場合、契約解除し、退居していただく場合があります。

生活・介護支援
サービス費

294万円（消費税込）

費用設定時の長期推計額

● 要介護者等の人員過配置サービス費の一部　2,572,500 円

　 人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付（利用者負担分を含む）による収入でカバーで

きない額に月額払いの介護費とともに充当するものとして合理的な積算根拠に基づきます。

● 要介護者等の個別的な選択による個別的なサービス提供費用　367,500 円

    入院者訪問、外出付添（買物、外食、墓参り、美術館訪問）、カウンセリング




